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◆第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景 

手話は音声言語とは異なる語彙や文法体系を有し、手や指の動き、表情等により

視覚的に表現される言語であり、我が国においては明治時代に始まり、ろう者をは

じめとする、関係する多くの人々の間で大切に受け継がれ、発展してきました。 

しかしながら、大正時代に手話は日本語の習得を妨げるものと誤解され、聾学校

では読唇と発音訓練を中心とする口話法が導入されたことから、手話が自由に使

えず禁じられた歴史もありました。 

三重県立聾学校では、昭和 55年に聴覚障がい教員に対する情報保障として、ま

た中学部・高等部の生徒に対する行事等での説明手段として、手話を取り入れると

ともに、平成５年以降は幼稚部・小学部の教育活動でも手話を取り入れ、全国に先

駆けて手話を活用した指導及び支援に取り組んできました。 

国際的には、平成 18 年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約

（障害者権利条約）において、手話が言語であることが明記されました。我が国で

は、障害者権利条約の批准に向け、障害者基本法の改正など国内法の整備が進めら

れ、平成 26年には障害者権利条約が批准されました。 

このような中、三重県では、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、平成 28年６月 30 日、三重県手話言語条例（以下「条例」という。）を制定し

ました。 

そして、条例に基づき、三重県における手話施策をさらに推進するため、平成 29

年度から令和２年度にかけては三重県手話施策推進計画に基づき、また令和３年

度から令和５年度にかけては第２次三重県手話施策推進計画（以下「現計画」とい

う。）に基づき、総合的かつ計画的に施策を展開してきました。 

現計画が令和５年度に終期を迎えることから、現計画における取組の検証や、手

話を取り巻く環境の変化をふまえて、第３次三重県手話施策推進計画（以下「本計

画」という。）を策定するものです。 
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２ 現計画にかかる取組の検証 

【数値目標の状況】 

目 標 項 目 
計画 

 策定時※１ 
実績値※２ 

令和５年度

目標値 

災害時における聴覚障がい者支援に関す

る協定を締結した市町の数【施策１】 
11市町 11市町 14市町 

登録手話通訳者数（県）【施策２】 106人 116人 125人 

手話通訳者の派遣件数（県）【施策２】 756件 591件 900件 

手話に触れたことのある子どもの割合※３

【施策３】 
72.9％ 76.9％ 80％ 

聾学校における保護者向け講習会の 

参加者数（累計）【施策４】 
1,292人 2,314人 2,200人 

※１ 「手話に触れたことのある子どもの割合」は令和２年度実績、それ以外の項目は令和元

年度実績 

※２ 「手話に触れたことのある子どもの割合」は令和５年度実績、それ以外の項目は令和４

年度実績 

※３ 手話に触れたり、手話を学んだりしたことのある小学生・中学生・高校生の割合 

   （県キッズ・モニターアンケート） 

 

 施策１：情報の取得等におけるバリアフリー化等【条例第８条】 
 

（１）県政情報の手話による発信等 

知事定例記者会見等において手話通訳を実施するとともに、テレビ放送によ

る県広報番組や同番組の動画配信（YouTube 等）において、手話を挿入して放送・

配信しました。 

  そのほか、県のイベント・会議等における手話通訳による情報保障の確保な

ど、手話による情報の発信等に努めました。 

ろう者が県政に関する情報を円滑に取得し、県に対してその意思を表示する

ことができるよう、引き続き手話による情報の発信等に努める必要があります。 

 

（２）手話通訳者等の派遣、ろう者からの相談に応じる拠点機能の確保・拡充等   

三重県聴覚障害者支援センターを拠点として、手話通訳者等を派遣するとと

もに、ろう者からの相談に対応しました。 

  遠隔手話相談や遠隔手話通訳サービス、電話リレーサービスなど、ＩＣＴ等を

活用した意思疎通支援について、市町や関係団体との連携のもと説明会を開催

するなど、広く県民に周知を行いました。また、遠隔手話相談および遠隔手話通

訳サービスについて、利用状況の検証を行った結果、感染症拡大防止や災害時に
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利用範囲が限定されていることが、利用が低調である原因の一つであることが

わかりました。 

 ろう者が日常生活において、手話により情報を取得し、その意思を表示し、及

び他人との意思疎通を図ることができるよう、引き続き三重県聴覚障害者支援

センターを拠点として手話通訳者等の派遣やろう者からの相談に応じるととも

に、ＩＣＴ等を活用した意思疎通支援の周知と利用の促進により、情報アクセシ

ビリティの向上を図る必要があります。 

 

（３）災害時等における手話による情報取得等のための措置  

聴覚障がい者災害支援サポーター登録を推進した結果、令和４年度までの２

年間で登録者が６人増加しました。（令和４年度末登録者 134人） 

  他方、数値目標の一つである「災害時における聴覚障がい者支援に関する協定

を締結した市町の数」は、令和４年度実績が 11市町であり、計画策定時と変わ

っていませんが、災害発生時に避難所等で障がい者等の要配慮者に対し福祉的

支援を行う「三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）」に聴覚障がい者団

体が加入するなど、災害時における聴覚障がい者への支援体制に動きが見られ

ます。 

 聴覚障がい者は災害時に情報の取得や意思疎通の困難さが原因で被害を受け

やすいことから、協定等に基づく連携のあり方について検討を行うとともに、災

害時や緊急時における情報保障を推進する必要があります。 

 

 施策２：手話通訳を行う人材の育成等【条例第９条】 

（１）手話通訳者等及びその指導者の育成、手話通訳者等の派遣等の体制の整備・

拡充 

手話通訳者の育成について、手話通訳者養成講座を開催するとともに、手話通

訳者全国統一試験の対策学習会を実施し、令和４年度までの２年間で手話通訳

者全国統一試験に 10人が合格しました。取組の結果、数値目標の一つである「登

録手話通訳者数（県）」は、令和４年度時点で 116人と、計画策定時の 106人か

ら増えている一方、手話通訳者の高齢化が進んでいます。近い将来の担い手不足

の解消のため、若年層を中心に幅広い年代でより多くの手話通訳者を養成し登

録を推進する必要があります。 

  また、「手話通訳者の派遣件数（県）」の数値目標は、新型コロナウイルス感染

症の影響により、計画策定時の 756 件に対し、令和４年度実績で 591 件と減少

しています。 

引き続き、手話通訳者等及びその指導者の育成等、ろう者が意思疎通支援を適

切に受けることができる体制の整備・拡充に取り組む必要があります。 
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 施策３：手話の普及等【条例第１０条】 
 

（１）県民が手話を学習する機会の確保等 

 県民が一人でも多く手話に触れ、手話を学べるよう、県ホームページ等に簡単

な手話単語の動画を掲載するとともに、三重県聴覚障害者支援センターの公式

ＬＩＮＥを開設し、情報発信の強化を図りました。 

  また、様々なイベント等を活用して、条例についての理解促進や手話の普及啓

発を図りました。 

  聞こえる人が手話に関心を持ち、ろう者と簡単なコミュニケーションができ

るよう、県民向け手話講座を開催した結果、令和４年度までの２年間で延べ 580

人が受講しました。 

  条例の理解促進及び手話の普及に向け、県民に手話に興味を持ってもらえる

よう、手話講座の開催やホームページによる情報提供の拡充に取り組む必要が

あります。 

 

（２）県職員及び市町職員に対する手話研修等の実施 

  県職員及び市町職員を対象とした手話研修を開催し、令和４年度までの２年

間で延べ 89人が受講しました。また、教職員については、オンデマンド型研修

を実施し、２年間で延べ 88人が受講しました。 

職員が条例の基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するため、引き続

き職員を対象とした手話研修を開催する必要があります。また、教職員に対し、

聴覚障がい者に対する理解を深めるため、引き続きインターネットを活用した

研修講座等を開催し、周知を図る必要があります。 

 

（３）幼児、児童、生徒及び学生に対する手話学習の取組促進 

小中学校について、手話教室等による体験学習など、児童生徒の発達段階に応

じた学習が行われるよう、情報提供を行いました。 

  高等学校では、県立高等学校９校で、学校設定科目として、手話に関する授業

を実施しました。 

  聾学校において、幼稚園・小中学校・高等学校との交流及び共同学習を令和４

年度までの２年間で 50回実施しました。 

  取組の結果、数値目標の一つである「手話に触れたことのある子どもの割合」

は、計画策定時の 72.9％から令和５年度実績で 76.9％と増加しています。手話

に関する学習が共生社会についての理解を深めることをふまえ、小中学校にお

ける総合的な学習の時間等を活用した手話による合唱・演劇や、高等学校におけ

る学校設定科目等による手話に関する授業など、児童生徒が手話に接し、手話を

学習する機会をつくり、手話についての理解啓発を図る必要があります。 
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 施策４：ろう児等の手話の学習等【条例第１１条】 
 

（１）ろう児が在籍する学校での手話教育の環境整備、教職員の手話技術の向上 

聾学校に在籍する聴覚障がいのある幼児、児童、及び生徒（以下「ろう児」と

いう。）が、手話により様々な学びや体験ができるよう、学校生活全般を通して、

手話の学習に取り組みました。 

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業等における対応として、オ

ンラインによる授業等を実施する際には、手話等の情報保障に取り組みました。 

聾学校における教職員を対象に、学校教育や日常会話に用いる手話を中心と

した内容の手話研修会を２年間で計 21回実施し、教職員の手話に関する知識や

技術の向上を図りました。 

今後も聾学校に在籍するろう児が、幼児期から手話の教育を受けることがで

きる環境を整備するとともに、聾学校において、オンラインによる授業等を実施

する際には、手話等の情報保障に取り組む必要があります。 

また、聾学校における教職員を対象とした研修を実施し、手話に関する知識や

技術の向上を図る必要があります。 

 

（２）ろう児が在籍する学校での保護者への手話学習の機会の確保等 

聾学校に在籍するろう児の保護者を対象とした手話講習会を実施した結果、

令和４年度末までに延べ 2,314 人が参加しました。より参加しやすい形式とし

て、初級・中級と内容を分けて実施することで、保護者の手話に関する学習の機

会を確保しました。 

今後も聾学校に在籍するろう児の保護者を対象とした手話講習会を実施する

必要があります。 

 

（３）聴覚障がいのある乳幼児、保護者への手話学習の機会の確保 

  子ども心身発達医療センター難聴児支援部門において、聴覚障がいのある乳

児（０歳児）の保護者を対象に、０歳児療育（つくしんぼ）集団支援や保護者講

座を通して、手話に触れる機会を確保しました。 

  今後も、聴覚障がいのある乳児とその保護者への支援の一環として、手話学習

会の開催など、引き続き手話に触れる機会の確保に努める必要があります。 
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 施策５：事業者への支援【条例第１２条】 
 

（１）事業者のろう者へのサービス提供時やろう者雇用時における手話の使用に

関する合理的配慮への支援 

 県内各ハローワークと県が共催する障がい者就職面接会や、県主催の「ステッ

プアップ大学」において、手話通訳者を派遣しました。 

 バリアフリー観光を推進するため、県内の観光施設、宿泊施設を対象にバリア

フリー観光に係る実態調査やアドバイスを行いました。 

 引き続き、ハローワークと県が共催する障がい者就職面接会に手話通訳者を

派遣するとともに、ステップアップ大学などのセミナーにおいて、参加者からの

依頼に基づき手話通訳者の派遣を行います。 

 また、県内の観光施設、宿泊施設に対し、手話通訳に係る情報の提供や聴覚障

がいのある方々への対応等を含めたバリアフリー観光について取組を進める必

要があります。 

 

 施策６：手話に関する調査研究の推進【条例第１３条】 
 

（１）ろう者及び手話通訳者等が行う手話に関する調査研究の推進等 

 一般社団法人全国手話通訳問題研究会が行う手話通訳者の雇用環境に関する

実態調査など、ろう者や手話通訳者等の関係団体等が行う調査研究に協力しま

した。 

引き続き、ろう者及び手話通訳者等が行う手話に関する調査研究の推進及び

その成果の普及に協力する必要があります。 

 

３ 手話を取り巻く環境の変化 

・令和２年からの新型コロナウイルス感染症の流行により、遠隔手話通訳サービ

スの導入をはじめ、ＩＣＴを活用した意思疎通支援の機会が増えました。新型コ

ロナウイルス感染症が５類感染症に移行された現在においても、ＩＣＴはろう

者にとって、日常生活や災害時等における重要なコミュニケーションツールで

す。また、一部の企業において、ＡＩによる手話認識技術の研究・開発が進めら

れており、今後ろう者のコミュニケーション環境のさらなる向上が予想されま

す。 

・令和４年５月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策

の推進に関する法律」（いわゆる「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法」）が施行され、障がい者による情報の取得や利用、意思疎通

に係る施策の促進が図られることになりました。ろう者を含む障がい者が、可能

な限り障がいのない者と同一の内容の情報を取得できるよう、情報アクセシビ
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リティの向上に向けた取組を進める必要があります。 

・令和３年５月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる

「障害者差別解消法」）が改正され、令和６年４月から事業者の合理的配慮の提

供が義務化されます。これに伴い、情報保障の確保の観点から、手話通訳者等の

派遣ニーズの高まりが想定されることから、ろう者が手話通訳者等の派遣によ

る意思疎通支援を適切に受けることができるよう、体制の拡充を図る必要があ

ります。 

 

４ 計画の基本方針 

現計画で残された課題と手話を取り巻く環境の変化をふまえつつ、現計画の基

本理念、施策体系を継承し、本計画を策定することとしました。 

 

（１）計画の位置付け 

本計画は、条例第７条第１項の規定に基づき、「手話を使用しやすい環境を整

備するために必要な施策」について定めるもので、県障害者計画（「みえ障がい

者共生社会づくりプラン」）の一部として策定します。 

 

（２）計画の期間 

本計画は、「みえ障がい者共生社会づくりプラン」の一部を構成することから、

計画期間については、「みえ障がい者共生社会づくりプラン―2024 年度～2026年

度―」と同様に、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

 

（３）計画の基本的認識及び基本理念 

＜基本的認識＞ 

手話とは、「独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心

豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできたもの」であり、

「ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図る手段

として必要な言語」です。 

＜基本理念＞ 

上記２つの基本的認識のもと、ろう者と聞こえる人が相互に人格と個性を尊

重し、誰もが手話に親しみ、手話が広く利用される共生社会の実現をめざします。 

 

（４）計画の施策体系 

条例に定められた６つの基本的施策を柱として取組を進めます。また、数値目

標を設定して進行管理に活用し、ＰＤＣＡ（計画→実行→評価→改善）のプロセ

スにより施策を推進していきます。 
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 施策１：情報の取得等におけるバリアフリー化等【条例第８条】 

（１）県政情報の手話による発信等 

（２）手話通訳者等の派遣、ろう者からの相談に応じる拠点機能の確保・拡充等 

（３）災害時等における手話による情報取得等のための措置 

 施策２：手話通訳を行う人材の育成等【条例第９条】 

（１）手話通訳者等及びその指導者の育成、手話通訳者等の派遣等の体制の整備・

拡充 

 施策３：手話の普及等【条例第１０条】 

（１）県民が手話を学習する機会の確保等 

（２）県職員及び市町職員に対する手話研修等の実施 

（３）幼児、児童、生徒及び学生に対する手話学習の取組促進 

 施策４：ろう児等の手話の学習等【条例第１１条】 

（１）ろう児が在籍する学校での手話教育の環境整備、教職員の手話技術の向上 

（２）ろう児が在籍する学校での保護者への手話学習の機会の確保等 

（３）聴覚障がいのある乳幼児、保護者への手話学習の機会の確保 

 施策５：事業者への支援【条例第１２条】 

（１）事業者のろう者へのサービス提供時やろう者雇用時における手話の使用に

関する合理的配慮への支援 

 施策６：手話に関する調査研究の推進【条例第１３条】 

（１）ろう者及び手話通訳者等が行う手話に関する調査研究の推進等 
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＜施策の展開イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本的認識＞ 

手話とは、「独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知

的で心豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできたも

の」であり、「ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との

意思疎通を図る手段として必要な言語」である。 

＜基本理念＞ 

上記２つの基本的認識のもと、ろう者と聞こえる人が相互に人格と個性

を尊重し、誰もが手話に親しみ、手話が広く利用される共生社会の実現を

めざす。 
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施策１：情報の取得等におけるバリアフリー化等【条例第８条】 

施策２：手話通訳を行う人材の育成等【条例第９条】 

施策３：手話の普及等【条例第１０条】 

施策４：ろう児等の手話の学習等【条例第１１条】 

施策５：事業者への支援【条例第１２条】 

施策６：手話に関する調査研究の推進【条例第１３条】 
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◆第２章 施策の展開 

 

１ 基本的施策と具体的な取組 
 

 施策１：情報の取得等におけるバリアフリー化等【条例第８条】 
 

（１）県政情報の手話による発信等 
ろう者が県政に関する情報を円滑に取得し、県に対してその意思を表示する

ことができるよう、情報通信技術の進展その他社会の諸情勢の変化を考慮しつ

つ、手話による情報の発信等に努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① 手話付きテレビ広報番組の制作・放映（総務部） 

テレビ放送により県が提供する広報番組及び同番組の動画配信（YouTube等）

において、手話を挿入して放送・配信します。 

② 知事定例記者会見等における手話通訳の実施（総務部） 

知事定例記者会見等において手話による通訳を実施します。 

③ 県庁見学における情報保障の確保（総務部） 

県庁見学において、手話通訳による情報保障の確保に努めます。 

④ みえ出前トークにおける情報保障の確保（総務部） 

みえ出前トークにおいて、手話通訳による情報保障の確保に努めます。 

⑤ 県のイベント・会議等における情報保障の確保（各部局） 

県が実施するイベントや会議、コマーシャル等において、手話通訳による情

報保障の確保に努めます。 

⑥ 文化施設における情報保障の推進（環境生活部） 

県立文化施設において、筆談や資料提示、手話研修の受講促進に取り組むと

ともに、手話通訳の活用など、各施設の特性をふまえて、ろう者に配慮した観

覧環境の提供に努めます。 

⑦ 選挙における情報保障の推進（選挙管理委員会） 

政見放送が実施される選挙が執行される場合、手話通訳の付与が可能な制度

の周知を図るとともに、円滑な実施に努めます。 

⑧ 「わかりやすい情報の提供のためのガイドライン」や「ユニバーサルデザイ

ンイベントマニュアル」に基づく情報保障の推進（子ども・福祉部） 

誰もが必要な情報を入手できるよう、県が作成した「わかりやすい情報の提

供のためのガイドライン」に沿って手話を含めたわかりやすい情報発信を進め

ます。また、令和５年度に改定する「ユニバーサルデザインイベントマニュア

ル」を活用し、会場の設営や運営について、手話の利用を含めたユニバーサル
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デザインに配慮された、誰もが参加しやすいイベントの開催を進めます。 

⑨ 手話付き映像作品の拡充・貸出（子ども・福祉部） 

ろう者が様々な情報を入手できるよう、三重県聴覚障害者支援センターにお

いて、手話付き映像作品を拡充するとともに無料貸出を行います。 

 

（２）手話通訳者等の派遣、ろう者からの相談に応じる拠点機能の  

確保・拡充等 
ろう者が日常生活において、手話により情報を取得し、その意思を表示し、他

人との意思疎通を図ることができるようにするため、手話通訳者等の派遣及び

ろう者からの相談に応じる拠点機能の確保及び拡充等を行うよう努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① 三重県聴覚障害者支援センターによる支援の実施（子ども・福祉部） 

手話通訳者等の派遣や、ろう者からの相談に応じるなど、三重県聴覚障害者

支援センターを拠点として、ろう者に対する支援を実施します。 

② ろう者からの相談等に応じる拠点の機能拡充に向けた検討（子ども・福祉部） 

ろう者が地域で安心して暮らすことができるよう、情報提供や相談支援等に

応じる拠点機能の拡充に向けた検討に取り組みます。 

また、感染症の拡大防止や災害時における意思疎通支援のツールとして提供

を開始した遠隔手話相談及び遠隔手話通訳サービスについて、手話通訳者等の

確保が困難な遠隔地でのイベント開催時など、利用範囲を拡大することで利用

を促進し、ろう者の情報アクセシビリティの向上を促進します。 

さらに、遠隔手話相談、遠隔手話通訳サービス及び電話リレーサービスを含

めたＩＣＴ等を活用した意思疎通支援について、周知を図ります。 

③ ろう者による警察への緊急通報手段の周知及び職員に対する電話リレーサ

ービスの啓発（警察本部） 

ろう者による警察への緊急通報の手段として「ファックス 110 番」、「ウェブ

110番」、「110番アプリシステム」及び「電話リレーサービス」があることを、

１月 10 日の「110 番の日」の広報のほか、県警ホームページへの掲載、聴覚障

がい者団体を通じた情報提供により、周知を図っていきます。 

また、電話リレーサービスを利用した緊急通報に適切に対応するため、県警

職員に対する周知の徹底を図っていきます。 

 

（３）災害時等における手話による情報取得等のための措置 
災害その他非常の事態において、ろう者が手話により安全を確保するため必

要な情報を速やかに取得し、円滑に他人との意思疎通を図ることができるよう、

市町その他の関係機関との連携等をはじめとする必要な措置を講ずるよう努め



12 

ます。 

＜具体的な取組＞ 

① 福祉避難所の確保促進（子ども・福祉部） 

災害時等において、ろう者の手話等による情報・コミュニケーションを支援

できるよう、市町に対し、一般避難所でのろう者への支援に関する検討・準備

のほか、福祉避難所の指定や福祉避難所に係る社会福祉施設等との協定締結を

働きかけます。 

② 災害に備えた聴覚障がい者の支援体制の検討（子ども・福祉部） 

市町との「災害時における聴覚障がい者の支援に関する協定」に基づく連携

のあり方や、三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）における聴覚障が

い者団体の役割について、検討を進めます。 

③ 聴覚障がい者災害支援サポーターの登録推進（子ども・福祉部） 

災害発生時において、要支援聴覚障がい者への情報提供や意思疎通支援など

を適切に行えるよう、聴覚障がい者団体及び防災関係機関の協力を得ながら、

手話が可能な聴覚障がい者災害支援サポーターの登録を推進します。 

 

 

 施策２：手話通訳を行う人材の育成等【条例第９条】 
 

（１）手話通訳者等及びその指導者の育成、手話通訳者等の派遣等の

体制の整備・拡充 
手話通訳者等及びその指導者の育成に努め、市町その他手話通訳事業を行う

者と連携して、ろう者が手話通訳者等の派遣等による意思疎通支援を適切に受

けることができる体制の整備及び拡充に努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① 手話通訳者等の派遣事業の実施（子ども・福祉部） 

三重県聴覚障害者支援センターにおいて、市町や障がい当事者団体等からの

派遣要請に応じて、手話通訳者等を派遣します。 

なお、派遣にあたっては、より良い手話通訳環境の実現のため、手話通訳者

の役割や手話通訳者の抱える健康問題などについて,要請のあった団体等への

周知に努めます。 

② 手話通訳者の人材育成の推進（子ども・福祉部） 

ろう者と聞こえる人との意思疎通を行う手話通訳者の育成を推進するため、

手話通訳者養成講座を開催します。なお、受講者の募集の際には、県内の大学

等で手話の授業を受講している学生や、手話サークル団体への広報等により、

特に若年層の手話通訳者の確保に努めます。また、近い将来の担い手不足解消
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のため、手話通訳者の待遇改善を図り、ろう者の情報保障を担う専門職として

の魅力のさらなる向上に努めます。 

③ 手話通訳者全国統一試験対策学習会の実施（子ども・福祉部） 

登録手話通訳者の確保を推進するため、手話通訳者養成講座の修了者を対象

に、手話通訳者全国統一試験の対策学習会を実施します。 

また、手話通訳者全国統一試験の合格者を対象に、手話通訳者同士の交流会

や新任者説明会を開催することで、手話通訳者の確保につなげます。 

④ 手話通訳者の技術向上及び指導者の人材育成推進（子ども・福祉部） 

手話通訳の専門化や多様化に対応するため、手話通訳者スキルアップ研修を

実施します。また、指導者養成研修会の受講を促進し、手話通訳者養成講座を

担当する指導者の人材育成を進めます。 

⑤ 市町における手話通訳者設置に向けた取組の支援（子ども・福祉部） 

ろう者が、行政手続や生活に関する相談をより円滑に行えるようにするため、

県内市町における手話通訳者の設置状況を情報提供することにより、手話通訳

者が未設置の市町に対し、設置に向けた働きかけを行います。また、設置が困

難な場合に補完的な役割を担う遠隔手話通訳サービスについて、併せて周知を

図ります。 

⑥ 市町等への手話関係情報の提供等（子ども・福祉部） 

手話奉仕員養成講座を未実施の市町に実施に向けて働きかけを行います。ま

た、市町が実施する手話奉仕員養成講座の修了者について、手話の知識及び技

術の向上を図り、手話通訳者養成への着実なステップアップとなるよう、県が

策定した手話奉仕員スキルアップ講座カリキュラムが、市町で活用されるよう

働きかけを行います。加えて、手話を学ぶ人が、手話によるコミュニケーショ

ン能力を確認し、活動の目安として活用できるよう、全国手話検定試験に関す

る情報について、市町等に周知を行います。 

 

 

 施策３：手話の普及等【条例第１０条】 
 

（１）県民が手話を学習する機会の確保等 
市町その他の関係機関、ろう者及び手話通訳者等と協力して、県民が手話を学

習する機会の確保等に努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① 県ホームページやＳＮＳを通じた手話に関する情報等の掲載（子ども・福祉

部） 

条例の理解促進及び手話の普及を図るため、県や三重県聴覚障害者支援セン
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ターのホームページやＳＮＳを通じて、条例の概要や手話に関する情報を発信

するとともに、県民が一人でも多く手話に触れ、一緒に手を動かして手話を学

べるよう、県ホームページに簡単な手話動画を掲載します。 

② 手話パンフレット等による普及啓発（子ども・福祉部） 

手話パンフレットなどを活用して、手話の普及啓発を進

めます。特に、次代を担う子どもたちに興味を持ってもら

うため、イラストや三重県聴覚障害者協会マスコットキャ

ラクター「できるカモん」等を活用した、親しみやすく効

果的な手話の普及啓発に取り組みます。 

 

③ イベント等を活用した手話の普及啓発（子ども・福祉部） 

次代を担う子どもたちに手話に興味を持ってもらうため、関係団体や市町等

と連携し、多くの人が集まる場など様々なイベント等を活用して、条例につい

ての理解促進や手話の普及促進を図ります。 

④ 県民向け手話講座の開催（子ども・福祉部） 

聞こえる人が手話に関心を持ち、ろう者と簡単な手話によるコミュニケーシ

ョンができるように、県民向け手話講座の開催回数を増やすなど、拡充に努め

ます。 

⑤ 手話サークル団体の情報提供等（子ども・福祉部） 

地域で活動する手話サークル団体の交流促進や情報交換を図るとともに、県 

民が手話を学ぶことができるよう手話サークル団体に係る情報提供を行います。 

 

（２）県職員及び市町職員に対する手話研修等の実施 
県職員及び市町職員が基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するた

め、手話に関する研修等を行います。 

＜具体的な取組＞ 

① 県職員及び市町職員に対する研修の実施（子ども・福祉部） 

県及び市町の機関において、基本的な手話により、ろう者とコミュニケーシ

ョンを図ることができるよう、県職員に対する手話研修を実施するとともに、

市町に対する支援として、市町職員向け手話研修を実施します。 

② 教職員に対するインターネットを活用した研修講座の受講促進（教育委員会） 

手話やろう者への理解を深め、手話を学ぶ取組を推進するため、県内の教職

員に対するオンデマンド型研修（ネットＤＥ研修）「手話入門～コミュニケー

ションをとるために～」の受講促進に努めます。 

 

 

一般社団法人三重県聴覚障害者協会マスコットキャラクター「できるカモん」 
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（３）幼児、児童、生徒及び学生に対する手話学習の取組促進 
手話に関する学習が共生社会についての理解の増進に役立つことをふまえ、

幼児、児童、生徒及び学生が手話を学習する取組を促進するよう努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① 手話を学ぶ取組の実施（教育委員会） 

小中学校において、総合的な学習の時間等を活用し、児童生徒の手話による

合唱や演劇、地域の方から手話を学ぶ取組等を実施することにより、児童生徒

が手話について理解する機会を確保するよう働きかけます。 

② 手話に関する授業や活動する機会の充実（教育委員会） 

高等学校において、学校の実態や生徒の特性等に応じて、学校設定科目等に

より手話に関する授業を実施します。 

③ 手話についての理解啓発の促進（教育委員会） 

聾学校において、幼稚園・小中学校・高等学校との交流及び共同学習を進め

る際には、手話の普及促進に係るリーフレット等を活用し、手話についての理

解啓発を図ります。 

④ 人権学習指導資料の活用（教育委員会） 

手話に関する内容を掲載している人権学習指導資料（県教育委員会作成）の

教材活用を各学校に働きかけます。また、様々な教科学習においても、手話に

関する内容の学習に取り組むよう、各学校に働きかけます。 

⑤ 学校出前授業及び子ども手話教室等の開催（子ども・福祉部） 

「ユニバーサルデザインのまちづくり学校出前授業」において、ろう者をは

じめ聴覚障がい者と話す方法等についての授業を実施し、次代を担う子どもた

ちにユニバーサルデザインの考え方の浸透を図り、手話を使用しやすい環境づ

くりを推進します。 

また、子ども手話教室等を開催し、子どもたちが手話を学ぶ機会の確保を図

ります。 

 

 

 施策４：ろう児等の手話の学習等【条例第１１条】 
 

（１）ろう児が在籍する学校での手話教育の環境整備、教職員の手話

技術の向上 
ろう児が手話を獲得し、手話により各教科等を学習することができるよう、ろ

う児が在籍する学校において幼児期から手話の教育を受けることができる環境

を整備し、当該学校の教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措

置を講じるよう努めます。 



16 

＜具体的な取組＞ 

① ろう児に対する手話教育の環境整備等（教育委員会） 

聾学校に在籍するろう児が、手話により、様々な学びや体験ができるよう、

自立活動の時間における指導をはじめ、学校生活全般を通した手話の学習、手

話による情報の提供に取り組むとともに、電話リレーサービスについて、連絡

手段の一つとして利用できるようチラシを配布するなど、サービス制度や利用

方法等を周知します。 

また、ＩＣＴ機器を活用したオンライン教材を提供する際には、手話等の情

報保障に取り組みます。 

② 教職員に対する研修の実施（教育委員会） 

聾学校において、教職員の手話に関する知識や技術の向上を図るため、校内

研修会を実施するとともに、聾学校以外の教職員が参加できるよう、夏季研修

会や公開講座を実施するなど、計画的な研修を実施します。 

 

（２）ろう児が在籍する学校での保護者への手話学習の機会の確保等 
ろう児が在籍する学校において、ろう児の保護者に対する手話に関する学習

の機会を確保するほか、手話に関する教育に係る相談及び支援を行うよう努め

ます。 

＜具体的な取組＞ 

① 保護者に対する手話講習会等の実施（教育委員会） 

聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、手話に関する学習の機会を確保

するため、保護者を対象とした手話講習会を実施するとともに、内容の充実を

図ります。また、保護者への手話に関する相談及び支援を実施します。 

 

（３）聴覚障がいのある乳幼児、保護者への手話学習の機会の確保 
聴覚障がいのある乳幼児が手話を獲得するための機会を確保するほか、その

保護者に対する手話に関する学習の機会を確保するよう努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① 乳幼児及び保護者を対象とした教育相談等の実施（教育委員会） 

聾学校において、聴覚障がいのある乳幼児及び保護者の手話に関する学習  

の機会を確保するため、乳幼児及び保護者を対象とした教育相談を通して手話

獲得の取組を進めるとともに、保護者を対象とした手話講習会を実施します。 

② 聴覚障がいのある乳児、保護者への支援等（子ども・福祉部） 

子ども心身発達医療センター難聴児支援課において、聴覚障がいのある乳児

の保護者を対象に手話学習会を実施するなど、聴覚障がいのある乳児とその保
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護者への支援の一環として手話の普及に努めます。 

 

 

 施策５：事業者への支援【条例第１２条】 
 

（１）事業者のろう者へのサービス提供時やろう者雇用時における 

手話の使用に関する合理的配慮への支援 
令和６年４月から、事業者による、ろう者を含む障がい者へのサービス提供時

における合理的配慮が義務化されることから、事業者がろう者に対しサービス

を提供する際やろう者の雇用時において、手話の使用に関して合理的な配慮を

行えるよう、必要な支援に努めます。 

＜具体的な取組＞ 

① サービス提供時における手話の使用を含めた合理的配慮の周知（子ども・福

祉部） 

ろう者を含む障がい者へのサービス提供時における合理的配慮について、事

業者（主に接客を行う店舗、飲食店、観光業等）を対象に、専門員が積極的に

アウトリーチを行うことで、啓発を図ります。併せて三重県手話言語条例や合

理的配慮のひとつとしての手話の使用について周知を行います。 

② 福祉サービス事業所等に対する周知の推進（子ども・福祉部、医療保健部） 

障害福祉サービス事業所や介護保険サービス事業所等に対して、福祉従事者

研修など様々な機会を通して、ろう者へのサービス提供時等における、手話の

使用等に関する合理的配慮について周知を図ります。 

③ 「医療ネットみえ」における手話対応可能な医療機関の周知（医療保健部） 

医療機関検索サイト「医療ネットみえ」において、「手話による対応」がで

きる医療機関を表示し、周知を図ります。 

④ 観光施設等における情報保障の推進（観光部） 

バリアフリー観光を推進するため、関係機関と連携のうえ、バリアフリー観

光に係る実態調査を行うとともに、県内の観光施設、宿泊施設に対して聴覚障

がい者とのコミュニケーションのとり方等のアドバイスを行います。 

⑤ 雇用の分野における手話の使用を含めた合理的配慮の周知（雇用経済部） 

労働局やハローワークと連携し、様々な機会を通じ、雇用の分野における合

理的配慮の提供義務等について周知を図るとともに、併せて三重県手話言語条

例や合理的配慮のひとつとしての手話の使用について周知を図ります。また、

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による助成金等、障がい者雇用

に係る事業者への支援施策について周知を図ります。 
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⑥ 障がい者就職面接会における手話通訳者の派遣（雇用経済部） 

県内各ハローワーク等が実施する障がい者就職面接会において、手話通訳者 

の派遣を行います。 

 

 

 施策６：手話に関する調査研究の推進【条例第１３条】 
 

（１）ろう者及び手話通訳者等が行う手話に関する調査研究の推進等 
ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に役立つために行う手話に関する調査

研究の推進及びその成果の普及に協力します。 

＜具体的な取組＞ 

① 手話に関する調査研究への協力（子ども・福祉部） 

一般社団法人全国手話通訳問題研究会が行う手話通訳者の雇用環境に関す

る実態調査など、ろう者や手話通訳者等の関係団体が行う手話に関する調査研

究の推進及び成果の普及に協力します。 

 

 

２ 数値目標 

 上記の施策を展開するにあたり、以下のとおり目標とすべき数値を設定します。 
 

項目 現状 ※１ 
令和８年度 

目標値 

聴覚障がい者災害支援サポーター登録者数
【施策１】 

１３４人 １５０人 

登録手話通訳者数（県）【施策２】 １１６人 １３５人 

手話通訳者の派遣件数（県） ※２ 

【施策２】 
５９１件 ９００件 

手話に触れたことのある子どもの割合 ※３

【施策３】 
７６.９％ ８０％ 

聾学校における保護者向け講習会の参加者
数（累計）【施策４】 

２，３１４人  ３，９００人 

事業者を対象とした、サービス提供時における手話
の使用を含めた合理的配慮の周知件数【施策５】 

― １００件 

※１ 「手話に触れたことのある子どもの割合」は令和５年度実績、それ以外の項目は令

和４年度実績 
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※２ 派遣件数には遠隔手話通訳サービスを含む 

※３ 手話に触れたり、手話を学んだりしたことのある小学生・中学生・高校生の割合 

（県キッズ・モニターアンケート） 
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◆第３章 計画の推進 

 

１ 計画の推進体制 

本計画の基本理念を実現するため、市町及び関係機関等と連携・協力し、各施策

を推進します。 

 

（１）県、市町及び関係機関等の役割等 

○ 県は、市町及び関係機関と連携・協力して、手話を使用しやすい環境の整備

の推進等、観光地等において手話を使用しやすい環境の整備、教育活動等を

通じた基本理念に対する県民の理解の促進に取り組みます。【条例第３条、

第４条】 

○ 市町は、県等と連携・協力して、災害時等におけるろう者の情報確保、手話

通訳者等の派遣、手話を学習する機会の確保、ろう児等の手話の学習等の促

進に取り組みます。【条例第８条～第１１条】 

○ 関係機関は、県等と連携・協力して、災害時等におけるろう者の情報確保、

手話を学習する機会の確保、ろう児等の手話の学習等の促進に取り組みます。

【条例第８条、第１０条、第１１条】 

○ 県民は、基本理念を理解するよう努めるものとします。また、ろう者及び手

話通訳者等は、県の施策に協力し、基本理念に対する県民の理解の促進及び

手話の普及に努めるものとします。【条例第５条】 

○ 事業者は、基本理念に則り、ろう者に対しサービスを提供するとき又はろう

者を雇用するときは、手話の使用に関して合理的な配慮を行うよう努めるも

のとします。【条例第６条】 

 

（２）県の体制 

本計画に基づき、手話を使用しやすい環境の整備を推進するため、福祉、教育、

雇用など、それぞれの分野が協議・連携し、施策を総合的に推進します。 

 

２ 計画の進行管理と見直し 

条例第７条第１項の規定に基づき、本計画は県障害者計画（「みえ障がい者共生

社会づくりプラン」）の一部と位置づけられることから、「みえ障がい者共生社会づ

くりプラン」の進行管理と併せて、下記により、本計画に基づく各取組の進捗状況

を把握するなど、適切な進行管理を行います。 
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また、本計画は令和８年度を目標年度として策定するものですが、本計画の進捗

等の状況変化により、見直しの必要が生じた場合は、計画期間中においても、適宜

必要な見直しを行います。 

 

① 計画（Plan） 

本計画により、県における、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な

施策を定めます。計画策定については、三重県障害者施策推進協議会の手話施策

推進部会において調査審議を行ったうえで、三重県障害者施策推進協議会等で

意見を聴くとともに、県議会での審議やパブリックコメントの実施により、いた

だいた意見を計画に反映します。 

 

② 実行（Do） 

本計画に基づき、具体的な施策を展開します。施策の展開にあたっては、福祉、

教育、雇用などの各分野が協議・連携し、総合的に推進します。 

 

③ 評価（Check） 

本計画に掲げた施策の実施状況について、毎年度、年次報告としてとりまとめ

ます。とりまとめた年次報告について、三重県障害者施策推進協議会手話施策推

進部会等において報告し、施策の達成状況について、調査等を行うとともに、現

状を分析し、課題を抽出します。 

 

④ 改善（Act） 

評価によって、明らかになった施策等の課題について、次年度の施策展開に反

映します。 
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◆参考資料 

 

１ 三重県における聴覚障がい者の数 

項 目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

身体障害者手帳交付者数 69,760 人 68,790 人 67,454 人 

 聴覚・平衡機能障害 7,033 人 7,019 人 6,947 人 

三重県人口 1,761,635 人 1,744,795 人 1,731,863 人 

※出典：身体障害者手帳交付者数（子ども・福祉部調査）、三重県人口（政策企画部調査）

いずれも各年４月１日現在 

 

２ 聴覚障がい者のコミュニケーション手段の状況（全国）         （複数回答） 

区分 
補聴器・ 

人工内耳 
読話 

筆談・ 

要約筆記 

手話・ 

手話通訳 

パソコン・ 

意思疎通 

支援機器・ 

ファックス 

携帯電話・ 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 

その他 

65歳未満 29.2％ 10.4％ 22.9％ 25.0％ 18.8％ 27.1％ 4.2％ 

65歳以上 20.2％ 2.7％ 9.0％ 4.3％ 6.4％ 4.2％ 11.2％ 

※出典：厚生労働省「平成 28 年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等

実態調査）結果」（三重県で加工） 

 

３ 三重県における登録手話通訳者の数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

登録手話通訳者数（市町登録分を含む） 133 人 128 人 127 人 

 

４ 三重県における手話通訳者養成講座の講師数 

 令和２年度 平成３年度 令和４年度 

手話通訳者養成講座の講師数 13 人 14 人 15人 

 

５ 三重県立聾学校の幼児児童生徒数 

学部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科 合計 

人数 18 人 25人 13 人 24 人 1 人 81 人 

※令和５年５月１日現在 
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６ 県内市町における手話言語条例の制定状況 

市町 条例名 成立日 施行日 

松阪市 
松阪市手と手でハートをつなぐ

手話条例 

平成 26（2014）

年 3月 24日 

平成 26（2014）

年 4月 1日 

伊勢市 伊勢市手話言語条例 
平成 27（2015）

年 10月 7日 

平成 28（2016）

年 4月 1日 

名張市 

名張市手話その他コミュニケー

ション手段に関する施策の推進

に関する条例 

平成 29（2017）

年 6月 27日 

平成 29（2017）

年 6月 27日 

鈴鹿市 鈴鹿市手話言語条例 
平成 30（2018）

年 12月 21日 

平成 31（2019）

年 4月 1日 

 

７ 計画の策定経過 

三重県障害者施策推進協議会のもとに設置した、専門委員９名で構成する「手話

施策推進部会」（部会長：岐阜聖徳学園大学教授 安田和夫氏）を開催し、有識者

や当事者団体等の意見をふまえて計画を策定しました。 

  令和５年１０月    第１回手話施策推進部会（中間案検討） 

      １２月    県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会へ中間案     

を報告 

      １２月～１月 パブリックコメントの実施 

  令和６年 ２月    第２回手話施策推進部会（最終案検討） 

       ３月    県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会へ最終案 

を報告 

       ４月～   計画に基づく施策推進 
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８ 三重県障害者施策推進協議会手話施策推進部会 委員名簿 
 

分野 委員名 所属・役職等 

学識経験者 安田 和夫 岐阜聖徳学園大学 教授 

当事者団体 
深川 誠子 三重県聴覚障害者協会 会長 

倭 まゆか 三重県立聾学校 PTA 会長 

手話関係団体 
佐藤 俊通 三重県手話通訳問題研究会 会長 

松田 佳子 三重県手話サークル連絡協議会 会長 

事業者団体 依田 英樹 キオクシア株式会社 四日市工場 総務部長 

行政関係 

奥野 修司 伊勢市健康福祉部 高齢・障がい福祉課長 

早津 俊一 三重県教育委員会 特別支援教育課長 

服部 秀一 三重県立聾学校 校長 
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９ 三重県手話言語条例（概要） 
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10 用語解説 

【あ行】 

◆ＩＣＴ 

 Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 

◆アクセシビリティ 

 アクセスのしやすさのこと。情報やサービスなどがどれくらい利用しやすいか、特に障がい者や

高齢者などが不自由なく利用可能かどうかの度合いを示すもの。 

◆意思疎通支援 

 手話、要約筆記、触手話、指点字等により、障がい者の意思疎通を支援すること。 

◆遠隔手話通訳サービス 

 スマートフォンやタブレット端末を利用して手話オペレーターによる手話通訳を受けることがで

きるサービス。 

【か行】 

◆合理的配慮 

 障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、その実施

に伴う負担が過重になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行われる必要かつ適切

な調整等を行うこと。 

【さ行】 

◆手話サークル 

 手話学習をとおして、ろう者問題の理解を深めるとともに、社会へ啓発を行うことにより、ろう

者の基本的人権の擁護と社会参加を促進することを目的とする自主的な組織。 

◆手話通訳者 

 都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」と

して登録された方。手話通訳者養成講座を受講・修了し、「手話通訳者全国統一試験」に合格する

必要がある。（※自治体によっては、独自試験を課すところもある。） 

◆手話奉仕員 

 聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常

会話程度の手話表現技術を習得した方。手話奉仕員養成講座を受講・修了する必要がある。 

◆情報保障 

 身体的なハンディキャップにより音声や文字・映像で情報を取得することが困難な障がい者に

対し、社会生活を行う上で必要な情報を障がい者の求める方法で提供すること。人の「知る権利」

を保障するものであり、聴覚障がい者に対するコミュニケーション支援に対して用いられること

が多い。 
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【た行】 

◆聴覚障がい者災害支援サポーター 

 三重県聴覚障害者支援センターに登録している、三重県内で大規模な災害が発生した際に被災

地等で聴覚障がい者支援のため活動する意欲のある個人、団体及び法人。 

◆電話リレーサービス 

 手話通訳者などがオペレーターとして聴覚や発語に障がいのある方による手話・文字を通訳し、

電話をかけることにより、聴覚や発語に障がいのある方と聴覚障がい者以外の方の意思疎通を

仲介するサービス。 

【は行】 

◆バリアフリー 

 障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去すること。もともと

住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障がいのある

人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも

用いられる。 

◆バリアフリー観光 

 高齢者や障がい者、小さな子ども連れ家族など移動に困難を伴う人たちにも安心して旅行を

楽しんでいただける観光。 

◆福祉避難所 

 災害発生時に、避難所生活が困難な障がい者や高齢者など、何らかの特別な配慮を必要とする

方が避難する施設。 

【ま行】 

◆三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ） 

 専門研修を修了した社会福祉士や介護福祉士等の福祉専門職等で構成し、避難所等において、

要配慮者に対するアセスメント、福祉避難所への誘導、相談支援、避難所環境の整備へのアドバイ

ス、生活上の支援などを行うことにより、要配慮者の生活機能の低下や要介護度の重度化など、

二次被害の防止を図ることを目的とする。 

【や行】 

◆ユニバーサルデザイン 

 障がいの有無や年齢、性別等にかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるよ

うに施設、製品、制度等をデザインすること。 

 

 


